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会    議    録 

     

会 議 の 名 称 令和６年度第２回弘前市健康づくり推進審議会 

開 催 年 月 日 令和６年１１月１９日（火） 

開始・終了時刻 午後１時３０分から午後３時１０分まで 

開 催 場 所 弘前市保健センター２階 大会議室 

議 長 等 の 氏 名 弘前市健康づくり推進審議会 会長 井原一成 

出 席 者 

（ １ ３ 名 ） 

学識経験のある者：委員 井原一成     

保健・医療関係者：委員 柿﨑良樹    委員 石岡隆弘 

委員 磯木雄之輔  委員 佐藤史枝 

公共的団体の推薦：委員 福島龍之   委員 斎藤明子  

委員  八木橋喜代治 委員 成田津江  

委員 藪谷育男   委員 三上美知子 

公募委員    ：委員 小磯 明   委員 島田之恵 

欠 席 者 

（ ２ 名 ） 

学識経験のある者：委員 古川照美 

関係行政機関の職員：委員 齋藤和子 

事 務 局 職 員 の 

職 ・ 氏 名 

（ １ ８ 名 ） 

弘前市副市長：田中泰宏 

健康こども部長：佐伯尚幸、健康増進課長：川田哲也 

健康増進課参事兼統括保健師：佐藤美加 

健康増進課長補佐：工藤孝幸、三上淨子 

健康増進課主幹：澤居吏香子、佐藤康行、今敏行 

健康増進課総括主査：長尾厚子、尾崎弘子、進藤明良 

健康増進課主任管理栄養士：小山内さとみ 

健康増進課主査：對馬佳津子 

健康増進課保健師：山口貴史 

健康増進課主事：安達拓耶、木村瑞希 

会計年度任用職員：成田美奈子 

会 議 の 議 題 １ 弘前市健康づくり推進審議会の概要について（説明） 

２ 弘前市健康増進計画「第３次健康ひろさき２１」の概要につ

いて（説明） 

３ 第２期弘前市自殺対策計画の概要について（説明） 

４ その他 

会 議 結 果 下記会議内容に記載のとおり 

会議資料の名称 ・令和６年度第２回弘前市健康づくり推進審議会次第 

・弘前市健康づくり推進審議会委員名簿 
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・資料１-弘前市健康づくり推進審議会の概要 

・資料２- ① 弘前市健康増進計画「第３次健康ひろさき２１」

【冊子】 

・資料２- ② 弘前市健康増進計画「第３次健康ひろさき２１」

【概要版】 

・資料３- ① 第２期弘前市自殺対策計画【概要版】 

・資料３- ② 弘前市自殺対策計画 成果指標管理シート 

会議内容 

 
（発言者、発言内

容、審議経過 、

結論等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次第】 

１ 開会 

２ 委嘱状交付式 

３ 市長挨拶（副市長代読） 

４ 事務局職員紹介 

５ 組織会 

 (1) 会長選出 

 (2) 会長職務代理者指名 

６ 案件 

(1) 弘前市健康づくり推進審議会の概要について（説明） 

(2) 弘前市健康増進計画「第３次健康ひろさき２１」の概要につ

いて（説明） 

(3) 第２期弘前市自殺対策計画の概要について（説明） 

(4) その他 

７ 弘前市健康こども部長挨拶 

８ 閉会 

────────────────────────── 

【１ 開会】 

 

【２ 委嘱状交付式】 

 

【３ 市長挨拶】（副市長代読) 

 

【４ 事務局職員紹介】 

 

【５ 組織会】 

 

（１）会長選出  

井原一成委員が会長に選出された。 

 

（２）会長職務代理者の指名 

   柿﨑良樹委員が会長職務代理者に指名された。 
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【６ 案件】 

 

（１）弘前市健康づくり推進審議会の概要について 

 

（事務局） 

資料１説明 

 

 委員からの意見・質問等はなかった。 

 

（２）弘前市健康増進計画「第３次健康ひろさき２１」の概要に

ついて 

 

（事務局） 

 資料２説明 

 

（委員） 

この計画は、第１次から、第２次、そして第３次に繋がって

いると思うが、全体的に見ると、決して好転しているように見

えてこない。少しずつは良くなってきているように見えるが、

もう少し市民に成果が明確でわかりやすいものも作った方が良

いと思う。すべての項目を網羅するのもいいが、明確に目標を

こうで、ここまできた、というわかりやすい資料も必要だと考

える。 

また、健康になるために意識をどう変えていくか、青森県民

は、お酒も飲むし、しょっぱいものも食べるし、食べたいもの

を食べていつ死んでもいいんだっていう考え方が、男性は特に

多いと思われるので、そういう方々の意識改革をするためには

どうすればいいのかということももっと大事なのではないかと

思っている。 

意識が変わらないのにいくら健康になろう、健康になろうと

言っても、やはり最低限の意識改革をするために、もちろん子

どもたちの、若いときから健康に対する認識を持たせなければ

いけないということも大事だが、ある程度年配の方、そういう

方たちの認識を変える、そこにアピールしていかなければ成果

が出ない気がしている。 

 

（事務局） 

本計画には、確かに多くの指標があってそれぞれに目指すべ

き姿もあるが、特に今重点的に考えているのは、やはり働き盛
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り世代の運動不足や小さい頃から肥満傾向が高いことが問題と

考えている。 

市の取組としては、例えば去年から始めている弘前大学で開

発した「ＱＯＬ健診」というのは、測定の結果が即時にわかり

すぐに自分の行動変容や自分の生活改善につなげることができ

て、ひいては大きな疾病の予防にもなるというもので、ヒロロ

健康広場において、月２回募集をかけてほぼフルの項目で実施

するとともに、ある程度の項目については常設のコーナーでい

つでも測定できるようにしているほか、企業に実際に出向いて

ＱＯＬ健診を実施して、それぞれその場で測定結果を説明し

て、生活習慣や運動習慣の改善のアドバイスをしたりというこ

とも行っているので、ただ今意見をいただいたように、重点的

な取組を取り上げて市民にわかりやすい形で周知を図っていき

たい。 

 

（会長） 

  委員、よろしいか。 

 

（委員） 

  承知した。これからも取組を伺っていきたい。 

 

（会長） 

  わかりやすく焦点を絞ってという問いかけには回答があっ

た。委員からは、もう一つ、弘前市の文化的とでもいうよう

な特徴にどのように切り込んでいくのか、というところでの

提言もいただいたところ。 

  他の委員はいかがか。 

 

（委員） 

  成果がわかりにくいというのは、第３次計画しかないとこ

ろ、ベース値と目標値の記載しかない。今回の第３次計画を

策定するにあたっては、第１次計画、第２次計画それぞれに

ベース値と実際の値があって、それについて目標値との差が

どうかということで、３つの内容があったと思うが、今回は

このベース値と目標値だけなので、わかりにくいのではない

か。今までの第１次・第２次でどういう成果があったかなか

ったのか。それを踏まえて、第３次でベースをここにして目

標値をここにするという内容になるとわかりやすくなると思

うので、過去の分も含めた資料の出し方を検討いただければ

良いのかなと考えたところ。 
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それから、４２ページの目標実現に向けた取組のところで、

行政の取組の中に「がん検診の受診勧奨」がないので、これを

ぜひ入れて何かしらやったほうが良いのではないかと思ったと

ころ。 

また、特定健診の受診率が県の平均より低い状態がもうずっ

と続いている。がんに関してはがん検診の受診率向上がベース

になるのと同様に、（2）の循環器病と糖尿病の項目の中に特定

健診でチェックする項目がまたがってある。(2)「生活習慣病

の発症予防と重症化予防」がテーマとなっており、その発症予

防のところに特定健診が入ってくるので、循環器病の項目だけ

でなく、もう少し何らかの形で、特定健診をもっと受けましょ

うというふうな目標を、これが明らかになるような、そういっ

た内容を少し加えていただきたいと思ったところ。 

 

（事務局） 

１点目の第１次計画・第２次計画については、この計画に記

載がされていないので、成果がどうなったかを示した計画にす

ればよかったのではないかというような意見をいただき、もっ

ともだと受けとめている。 

この第３次計画を策定するにあたって、第２次計画の改定版

の最終評価をしている。第２次計画の改定版というのは、第２

次の最初の計画を中間で評価して改定したものになる。その第

２次計画改定版に沿って多くの項目について取組を進めて最終

評価を行ったことから、それをこの第３次計画にプラスして載

せると冊子としてのボリュームもすごく多くなってしまうとい

うところで、第３次計画では第２次計画と少し作り方を変え、

このような形になったものである。 

ただ、委員から意見をいただいたように、成果が見えにくい

とか、ここが課題でこうなった、こうしていきたいというとこ

ろは、この計画と概要版を使って周知を進めていきたい。 

２点目の、特定健診の関係で、「がん」の項目の行政の取組

のところに受診勧奨の記載があった方がいいのではないかとい

う意見については、やはり必要なことなので、明記していける

ようにしていきたい。 

循環器病と糖尿病の特定健診の受診率というところでは、こ

ちらもやはり課題になっているので、そこも特定健診を受けて

糖尿病だったり循環器病の早期発見というところなので、そこ

も目標のところは、ぜひそこを踏まえて取り組んでいきたいと

考えているところ。 
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（委員） 

がん検診の受診勧奨については、実際に行われているという

ことがあると思うので、ぜひここに記載していただければ。 

例えば４１ページの「がん」の項目の数値目標のところ。令

和４年度がベース値になっているが、例えば令和２年度はどう

だったのか、平成３０年度はどうだったのか、そのような第２

次の数字を表に入れることで分かりやすくなると思ったとこ

ろ。全部のデータを載せてほしいということではない。 

それで、特定健診については、例えば生活習慣病の発症予防

と重症化予防とあって、がん、循環器病、糖尿病とあるが、４

番目に生活習慣病をあえて入れて、そこで特定健診の受診率の

推移を示すだけでもいいと考えたところ。それを載せるだけで

も、コロナの時はちょっと少ないけどまたちょっと増えてきた

んだっていうことが見てすぐわかると思う。今までの取組結果

が入っていないからわかりにくいのだと思ったところ。 

 

（事務局） 

ただ今の意見については、計画の方向性としてはこのような

形で進めるが、見せ方というか市民への説明の仕方というとこ

ろで、例えばその第２次計画改定版当初のときがどうだったの

か、その取組を通じてどう上がり、それを第３次に至ってさら

にここを目指すんだということが、その段階がわかるような形

というのがわかりやすさに繋がるものだと考えている。今の計

画は、これから令和１１年度になると中間を迎えて中間評価を

行うので、それまでにここに掲げた取組を重点的に実施してい

くとともに、数値での振り返りの見せ方などを、そのタイミン

グでまたしっかりと工夫したい。 

また、これまでの経緯等についての資料は、次回の審議会で

第２次計画の最終の進捗状況を報告する予定としているとこ

ろ。それ以降も、毎年進捗状況を報告するので、その際に過去

をさかのぼって変化があったのかというところを含めて、資料

の出し方も検討していきたい。 

 

（会長） 

今の話は、資料 1の３ページ目の「今後のスケジュール」の

令和６年度第３回審議会において、そういう資料を出せるので

ということだと思うが、委員の意見は、これまでの取組を踏ま

えてどうやって展開していくのかということを議論できたら良

いということなので、ぜひそういうことを第 3回の審議会でで

きたら良いと思ったところ。事務局の配慮をお願いする。 
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（委員） 

そもそも、目標値がどういう根拠で作られたのかが何も記載

がないので、それがあったら教えてほしい。 

要するに、今の議論の流れで言うと、第２次改訂版の計画が

あって、それを踏まえてさらに第３次計画ができているという

ことになっていると思うが、そのような理解で良いか。 

 

（事務局） 

目標値決定にあたっての考え方については、７４ページ以降

に記載している。確かにここにある「第３次健康ひろさき２

１」のベース値を令和２年度の値で記載しているが、それ以前

の第２次計画改定版のときの数値はこちらの方に記載されてい

ないので、そこについては、今後の進捗管理のところで示して

いきたい。 

 

（委員） 

目標値の決定にあたっての考え方について、何か根拠がそれ

ぞれあるのか。 

 

（事務局） 

目標値決定にあたっての考え方については、７４ページ以降

の表の一番右の列に記載しており、基本的には国に準じるとい

うものがベースになっている。あとは、国の目標値の算式と同

様に増加率を 1.1 にするなど、そういう考え方である。 

 

（委員） 

もう 1つ、別の角度で、２２ページ「社会環境の質の向上」

のところ、特に大事だなと思ったのは、３）の「誰もがアクセ

スできる健康増進のための基盤の整備」。ここに「健康経営の

推進」ということが書かれているが、これは企業認定制度に取

り組んでいるということだが、実際どれぐらいの実績があるの

か記載があればわかりやすのではないかと思ったところ。多く

の人は、仕事に従事することを動機付けとして健康を維持して

いると思うので。私が考えているのは、企業こそが健康づくり

をきちっとやりなさいということを、少し強い言い方だが、法

的な定期健診をやるし、それ以上のものをやるようなそういう

試みである。もう少しこう柱として太いものを作ったほうが良

いのではないかと思っている。 
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（事務局） 

企業の認定制度については、まず制度内容として、「健康都

市弘前」の実現に向けた取組として位置付けており、従業員の

福利厚生や職場での健康づくり、子育ての両立支援など、それ

らに積極的に取り組む企業を、市が認定する制度である。認定

の要件としては、健康診断の受診が必須であり、がん検診を複

数あるうち少なくても２つ以上受けられるようにしていなけれ

ばならないなどがあり、それらの要件を満たしている企業を認

定するという制度である。今年の４月から始まっており、認定

数は１０月末現在で１６社である。 

 

（会長） 

繰り返しになるが、第３次計画では、現状と課題のところか

ら各取組についての話が始まっているが、現状はどうなのかと

いうことから、だからこうしようという話だと思うが、今に至

るにはどういう努力を重ねてきたのかというところがあって、

だから次はどうしようということが、実際この審議会でこれま

で議論してきたことであって、また実際そういうふうに進めて

きたと思っている。そこがわかるようにしないと、なかなか何

をしたらいいのかというところに結びつかないのではないかと

いうのが、本日ここで行われてきた議論だったのではないかと

感じている。 

それで、実際その評価項目として、１８ページに最終評価項

目があって、それでＤ評価の「悪化している」が３０.７％あ

るというのがあって、このように第１次・第２次計画と積み重

ねてきたけれども悪化している、あるいは良くなっているとい

うところを良く踏まえた上で、次につなげた方が良いのではな

いかということが改めて共有されたかと思うので、そのことに

ついて次の第３回の審議会で、これまでの経緯を踏まえた第３

次計画の取組について、来年度以降どう取り組んでいってもら

いたいかを話していきたいと思っている。 

委員の皆様、それでよろしければ、次の案件に移りたい。 

 

 

（３）第２期弘前市自殺対策計画の概要について 

 

（事務局） 

 資料３を説明 

 

（委員） 
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ちょっと意外だったのは、自殺対策もやってきたということ

で、理解したところ。確かに自殺する数が少し多いなっていう

のは資料を見て思ったところ。 

ただ、その原因が何なのかちょっとまだわからないので、こ

れまでの調査や話し合いの中で何か原因と思われるものがわか

れば、教えていただきたい。 

 

（事務局） 

概要版の表の、図１、自殺の死亡率の推移のところ、当市

は、２０１０年以降、全国平均と比べて低い傾向で推移してい

たものの、２０１７年以降は、概ね高い傾向で推移している。

また、全国的な傾向と同様に、働き盛りの男性における自殺死

亡率が多いほか、ここ数年、全国的な新型コロナウイルス感染

症の感染拡大に伴う行動制限や、経済活動の停滞等の影響によ

り、生活面の変化や経済的問題等が発生し、それに対応する難

しさなどから、自殺死亡率が増加したと考えられる。 

自殺の原因などについては、「いのち支える自殺対策推進セ

ンター」が分析した「地域自殺実態プロファイル２０２３」に

よると、主な自殺死亡率の特徴として、１位が男性４０歳から

５９歳の有職、同居者あり、２位が男性６０歳以上の無職、同

居者あり、３位が女性６０歳以上の無職、独居となっている。

背景にある主な自殺の危機経路としては、失業や退職からの生

活苦、身体疾患やうつ状態から自殺に至る傾向が見られると伺

っている。このような内容については、計画本編第２章の「弘

前市の現状と課題」の②に詳しいデータを掲載しているので、

参照いただきたい。このような状況を踏まえ、今後も自殺防止

に向けた対策を強化し、推進していく必要があると考えてい

る。 

 

（委員） 

資料 3－②の「令和５年度自己評価」のところ、「△」の３

つ目の項目の「評価△の理由」に、「要連絡妊産婦の割合が近

年増加しており、多様な支援が必要なケースが増加しているこ

とが要因と推察される。」とあるが、どういう内容なのか説明

いただきたい。 

 

（事務局） 

妊娠届が提出される妊産婦の中には、記載の中に精神疾患の

項目があったり、病院から支援が必要だという連絡のある方が

いるので、その件数が増えていると聞いている。 
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（委員） 

その様な連絡が増えているので、支援が必要だと。 

 

（事務局） 

はい、支援が必要な人が増えていると聞いている。 

 

（会長） 

資料３－②の２の表、【基本施策Ⅲ 生きることの促進要因

への支援】の中の成果指標が「障がい者が安心して生活できる

まちであると思う市民の割合」の項目について。目標値３０％

に対し実績は２２.９％しかないのに、主管課の自己評価が

「○」になっているのは少し奇妙ではないかと思ったところ。

先ほど事務局の説明の中で、主管課では、普段支援している人

たちが満足しているから、自分たちは多少やれているんだと自

己評価を高くしていると思うが、それはいかがなものかなと。 

ここで求められている評価項目、ここで目標値を設定したの

は、市民の認識の割合を高めるという、サービスを受けている

特定の人ではなく、市民の割合。「障がい者が安心して生活で

きるまちであると思う市民の割合」を尋ねていて、それが達成

していない場合は「×」だと思うし、それが達成できるような

施策をすべきだと思う。そのような施策を行政がしないで、自

分たちが支援している人たちが満足しているからこれは効果が

あるんだ、ということにはならないと思うが、いかがか。 

 

（事務局） 

こちらは、この自殺対策計画の上位計画である総合計画の成

果指標でもあることから、今いただいた意見を所管課に伝え

て、また、総合計画の評価にも繋がっていくものだと考えてい

るので、その旨伝えたい。 

 

（会長） 

よろしくお願いしたい。 

 

（委員） 

このような計画があって、いろいろな施策がなされていると

いうことがあまりよく知らなかったので、大変よくわかったな

と思った。やはり、先ほどもあったように、市民全体がどのよ

うに考えているのかということを、何らかの方法で調べるとい

うことが大事だと思う。役所の考え方ということだけではな
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く、弘前市民がどのようなことをどのように考えているのかと

いうことと、様々なところでみんなで相談して決めたことをど

のような形で広報していくか、考えていけば良いのではないか

と思った。 

 

（事務局） 

広報については、市の「広報ひろさき」に今年度掲載した

他、ホームページにも掲載している。また、市が行う健康講座

等でゲートキーパー養成講座を開催しており、その中で、今回

のこの計画を周知していきたいと考えている。 

なかなか、すみずみまで届かないという意見は深く受けとめ

て、この計画を進めるうえでの組織として自殺対策連絡会議と

いう関係団体、例えば民生委員とか、老人クラブの方とか、そ

ういう方たちも入っている会議があるので、そういうところで

も、メンタルヘルスのところであったり、また、この自殺対策

計画の周知なども協力していただけるように、お願いしていけ

ればなと思っているところ。 

 

（会長） 

亡くなられた方の人数が出ているが、その中で実際弘前市外

で亡くなった方は何人ぐらいになるのか。弘前市に住民登録さ

れているけれども、出張中とか学業で東京に行っているだと

か、そういう方もいるのではないかと思うが、そのような数は

わかるのか。 

 

（事務局） 

死亡地については個人情報になっており、国で、先ほども示

した「いのち支える自殺対策推進センター」で警察から提供さ

れたデータを分析し、その結果が市町村に情報提供されるとい

う流れになっている。そこで得られた情報としては、先ほどの

ところまでしかわからないとうことになる。 

個票に関しても、亡くなった場所までは書かれていない。 

 

（会長） 

承知した。それでは、今後も議論していければと思う。 

他の委員はいかがか。 

それでは意見も出尽くしたようなので、案件３を終了する。 

 

（４）その他 
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（会長） 

せっかくの機会なので、委員から何かないか。 

 

（委員） 

今回のこの計画、あるいは他の例えば教育委員会でも様々な

計画を立てて報告して、ということがあるが、やはり広報とい

うか、1人でも多くの市民が市のやっていること、そして現状

というのを目にする機会が必要になると思っている。そこで、

よく市のホームページに掲載するという説明があるが、例えば

それを見た人数が何人いるかというのをカウンター取っている

のか。 

 

（事務局） 

キーワードで検索された上位とかは出てくるが、それぞれの

画面の閲覧件数というのは、管理者側でないとわからないかも

しれない。 

 

（委員） 

例えば今回の健康増進計画、あるいは自殺対策計画などは非

常にこの資料がわかりやすくて、多くなって、また減ってきて

いるということで、令和５年時点の現状値を見ると、成果が上

がりつつあり、素晴らしい結果だと思う。そういうのを市民が

目にする機会が、本当に市のホームページに掲載しましたでい

いのかと。このような細かいデータというのは、広報とかそう

いうところにはなかなか載せられない。 

だから、実際にこの計画を市のホームページを開いて見てい

る市民が果たしてどのぐらいいるのかその辺も考えて、それを

もとに何らかの形で、周知が十分なのかを検討してもらえれば

良いと思うところ。 

どうしても、このような計画は、国から降りて来ているの

で、作っておしまいというパターンになる。 

このことを非常に危惧していて、皆さん一生懸命作られてい

るが、市民があまり見ていないということになると、この場だ

けで満足してしまうような感じになるのではないかと、いつも

感想として思うので、どのぐらいの人が見ているのかも、何か

の形でわかるようになればいいのかなと思ったところ。 

 

（事務局） 

閲覧件数に関しては、把握できるかを所管課に確認する。あ

と計画の周知に関しては、ホームページというのは基本受け身
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になっていることから、実際にプッシュ式ということであれ

ば、例えば最近、市の方で公式ＬＩＮＥを始めて、お友達登録

するとプッシュ式でお知らせが通知されるということで、その

ような周知方法を使いつつ、その他、町会に対して回覧で紙ベ

ースで、プッシュ式でという方法も考えられるので、周知すべ

き内容を集約したような形でこれを行うなど、方法を考えてい

きたい。 

 

（会長） 

この２つの計画を作るまで、市の皆さんが大変努力されてき

たというのをよくわかっているので、多くの市民に見ていただ

きたいなという所もあるので、よろしくお願いしたい。 

その他いかがか。 

他にないようなので、これで本日の議事を終了とする。 

 

【７ 弘前市健康こども部長挨拶】 

 

【８ 閉会】 

 

その他必要事項  会議は公開 

 


